
は じ め に

⑴ 目的と問題意識

本論は，地域社会で現実に経済行動を展開する企業のマネジメントを「分析」し，その「評

価」と「診断」を試み，その結果を手がかりにして，地
・
域
・
社
・
会
・
に
・
求
・
め
・
ら
・
れ
・
る
・
企業とは何かを

明らかにしようとするものである。

この試みは，企業の「売上」や「利潤」のような経済的な成果を対象にして，その比較や

分析を施すような「財務的分析法」では，達成不可能である。なぜなら，当該企業の高い「経

済的な成果」が地域社会にとっての高い評価に結びつくとは，必ずしも，限らないからであ

る。

このことは，収奪的な奴隷労働のような劣悪な労働条件に基づく，地域的企業の経済的な

成果の達成という事例を想定した場合，地域的豊かさへの当該企業の貢献がきわめて限られ

たものに過ぎなくなるし，また，この企業が当該地域で競争上の比較優位を喪失した場合，

安易に企業の撤退がなされうるという企
・
業
・
本
・
位
・
の
・
行
・
動
・
形
・
成
・
と
・
執
・
行
・
という事態を想起すれば明

らかであろう。

企業行動を地域社会から評価する必要性は，近年，特に増してきている。地域社会を人間

の生活の「場」と捉えれば，その内実の質的向上に企業が率先して貢献すべきであるという

認識と結びついて，それが促されている。

企業行動の経済的な評価は，周知のように，「均質な市場」の存在が前提となって成立する。

そこでは，地域社会やそこでの「生活空間」の質のような人的要因は枠外の存在と見なされ，

直接的検討の対象から外される。

このように，企業のマネジメントを企業自体の経済行動だけで「評価」すべきないという

理念を踏まえると，この評価は，結局，その企業が存立する地域社会に備わる評価規準に基

づかねばならないという命題に帰着する。

このような，企業と地域社会の関係を取り上げる議論は，「企業はだれのものか」をめぐる
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「企業統治」のそれに重ねられるかもしれない。もちろん，本論の目的は，企業の所有問題

にはなく，企業のマネジメントの実態の把握と評価を通じた企業のあるべき姿の探求である。

たとえていえば，ある地域社会が東京に代表される大都市の華麗な文化や高度な消費水準

を希求したとすると，そこに位置する企業行動のマネジメント評価は，それに則した高水準

の経済的な要因に向けられるはずであり，反対に，その地域社会がみずからに備わる「自然

の恵み」の中での文化や生活を大切にして，その価値を生かそうとするならば，それは，非

経済的な文化性や社会性におかれる可能性が高い。

前者は，いわゆる「資本の論理」に基づくマネジメント評価とそれに基づく企業像に帰着

するはずであり，後者は，地域社会の求める豊
・
か
・
さ
・
の
・
規
・
準
・
に則したそれらになるはずである。

われわれは，この後者のような企業のマネジメントに対する地域社会の評価の特性を「地

域特性」と呼ぶことにする。本論では，まず，この「地域特性」について取り上げ，議論す

る必要がある。

その地域社会の特性がどのような状況にあるかにかかわらず，これとは相対的に自立して，

企業マネジメントの経済的な成果を評価する「特性」が存在する。一般に，企業成果の財務

的分析に基づく「経営評価」がそれであり，ここでは，これを「市場特性」と呼ぶことにす

る。

この特性は，実質的に地域特性の基盤の上に成立すると考えられるので，この議論に続い

て，あるいは併行して，この「市場特性」を論ずることにする。

⑵ 分析手段と分析対象

本論の目的を達成するための分析手段として「マネジメント分析法 」を用いる。この方法

論は，もともと「マネジメント分析」なる概念の成立と，分析方法の全体像を論理的に明示

するために創出された論理的概念であって，必ずしも実践性が備わっているとはいえない。

このため，この分析手段の現実の企業体への適用を試みて，分析方法の精緻化を試みると

いういま一つの目的も，本論には存在する。

「マネジメント分析法」を適用する対象企業として，われわれは，そのマネジメントに地域

特性の指向性があると思われる，あるいは，それを現実的な対応として持たざるをえない地

域密着型の 企業体 を取り上げる。このように，対象企業を限定する理由はいくつかある。

第１に，地域密着型の企業体は，企業に求められる基本的な事業遂行機能をすべて備えて

おり，地域特性も市場特性も，いずれの特性も発揮できるという意味で，マネジメント分析

上の調査対象として問題点を少しも有しないし，それが故に，その分析結果を一般化しても，

何らの問題も生じない。

第２に，このような企業体は，「地域指向型」，「市場指向型」，そして，それらの混合型が
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身近に存在しており，調査対象としての利用しやすさがきわめて大きい。

そして，第３に現在の調査実施体制では，規模の大きな企業体への調査は，その実務的な

能力の面で実質的に不可能である。

⑶ 本論のねらい

これまで述べてきたように，本論には，２つのねらいがある。企業がどのようなマネジメ

ントを遂行すれば，地
・
域
・
社
・
会
・
に
・
と
・
っ
・
て
・
，より望ましい存在になるのかという本論の論述目的

の達成が，その第１であり，「マネジメント分析法」をより精緻に再編成し，手段としての実

践性の要件をみたすという点が第２のそれである。

これらの２つのねらいが充足され，「マネジメント分析法」の完成に伴う分析事例の増加が

なされると，特に地域社会指向型の企業が備えるべきマネジメントの体系化が促されること

になり，同時に，このことにより，そのマネジメントのさまざまな構成要素とそのメカニズ

ムが明確化されて，当該企業群への マネジメントの支援システム の完成へ結びつく可能

性が高くなる。

現実の地方の地域社会では，大規模ショピング・センターの進出に伴って，その近傍の商

店街の衰退といった報道が日常的に伝えられている。また，地方の小規模な地域社会では，

その産業社会の組織的まとまりが損なわれるほどまで，企業体の衰退が生じているといわれ

る。

そうである限り，そこでは，本来的になすべきマネジメントのなんたるかを認識すること

なく，現実の事業行動の決定がなされている可能性が高い。

こうした想定に基づく限りで，地域社会指向型の企業群へ向けた マネジメント支援シス

テム の完成こそ，地域社会の経済的および社会的な基盤の強化をもたらす「鍵」的な要因

札幌学院商経論集 第22巻第4号（通巻107号)

図１ マネジメント分析のねらい
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であるいわねばならない。

また，所与の経済環境に対して最適のマネジメントを執行できる人材の養成に，このマネ

ジメント分析の枠組みは貢献できる。すなわち，この分析を通じて得られるマネジメント・

システムの多様な「要素」，「マネジメント・メカニズム」，そして，それらの集積された「デー

タベース」からのデータを駆使することによって，マネジメント・システムの創出のための

「演習型」の学習が可能になり，きわめて実践的かつ論理的な学習環境の下での人材養成に

結びつくからである。

これらの課題への貢献こそ，本論の究極的なねらいであるといえよう。（図１「マネジメン

ト分析のねらい」参照）。

．マネジメントの評価規準

前述のように，われわれは，まず最初に，地域社会における企業体のマネジメントの分析

を試みていくのであるが，このためにはマネジメントの分析結果を評価するための規準を事

前に定めておく必要がある。

１．市場指向型企業と地域指向型企業

さまざまな企業の実際の経営行動のなかに，２つの典型的な指向性を見いだすことができ

る。「市場指向性」と「地域指向性」がそれである。

たとえば，その経営目標として，「今期の新規出店は前期の230を上回る300店」を見込み，

「10年には現在の約４倍の3000店」を掲げて，その事業特性を「薄利多売，……，利幅が高

くないぶん，粗利益高をいかに稼ぐか」が勝負であり，「店舗数と販売数量の確保が絶対必要」

と明確に認識した大量流通型の経営を展開する企業がある 。この企業は，全国的に均質で大

きな市場の存在を前提に，そこでの経済的成果を求めて経営行動を決定しているのであり，

この意味で，「市場指向型経営」といえる。

また，これとは逆に，「洋菓子コンペを毎年開き，最優秀作品のレシピを皆で共有して」一

斉に売り出し，市内のケーキ店がそれを「こぞって作り『さっぽろスイーツ』の名で首都圏

を中心とするお菓子好きに売り出す」ような，地域限定的広がりの中で，共有・協働型の経

営行動を採用し，さらに「観光業界と協力し『札幌のケーキ店巡りツアー』も企画する」と

いった事業構想を打ち出して，「『ケーキ屋さんマップ』を作るとともに，宿泊先で気軽に味

わえるよう，ホテル業界にも協力」を求めて，地域内の関連業界と共に，地域的な共存共栄

を指向する企業群 が存在する。このような企業行動は，明らかに「地域指向型経営」と判断

できる。

― ―50

地域社会に求められる企業とは何か（下島英忠)



これらの異質な企業行動を採用する企業について，その行動の結果を同一の評価規準で判

断することはできない。それぞれが異なった価値観に基づいて，異なった行動様式を構築し，

それに忠実に行動しているのである限り，その行動自体を是認した上で評価されるべきであっ

て，それぞれに固有の規準を用いて評価する必要がある。

これらの異質な企業行動を統一的に認識するために，「完全市場性」と「完全地域性」を両

端点に持つ 企業行動スペクトル を考え，その内部に位する企業体の経済的振る舞いを想

定してみると，図２「地域社会における企業体の対内および対外取引の状況」のようになる。

ここでは，ある企業がそのすべての生産物を地域外に全量移出する「ケースＡ」と，逆に，

そのすべての生産物を対内取引に回す「ケースＥ」からなる極端な２つの端点が少なくとも

論理的に想定される。明らかに，ケースＡが「完全市場性」に，ケースＢが「完全地域性」

に相当する。

一般的な企業は，対内取引および対外取引の双方に携わると考えられるので，これらの両

端点の内側のどこかに位置し，その割合の変化により「スペクトル」が形成されることにな

る。

２．市場価値と地域価値

現代経済におけるように「市場の一般化」が広範に見られる経済社会では，「企業の地域指

向性」の論理は，むしろ違和感を与えるかもしれない。しかしながら，企業の経済行動の原

点をなす生産行動は，歴史的に，村落共同体の必要性を充足する目的で成立してきたのであ

り，現代においても陰伏的に受け継がれている。これこそ，企業行動を律する本質的な原理

ともいうべき行動様式であり，われわれは，これを 地域価値 の充足と呼ぶことにする。

他方で，市場の自律的で歴史的な展開の過程で，生産物の希少性とそれに起因する高い価

図２ 地域社会における企業体の対内および対外取引の状況
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値を占有する所有概念の制度化が社会的になされ，この枠組みの中での 市場価値 の追求

が企業の生産行動の基底にすえられてきたのだが，これが現代の企業行動の主流をなしてい

る。

これらの２つの価値は，企業行動の評価における基点とも位置づけられるので，次に，こ

れらについて，本論の文脈上で必要な限りの議論を試みたい。

⑴ 市場価値

はじめに，前述の 企業行動スペクトル において「完全市場性」に立脚する企業行動の

ケースＡを想定してみる。

企業行動Ａは，その生産的行動に必要な主要な経営資源，たとえば，主な人材，原材料，

資金，情報を地域外市場から調達し，その生産物（製品・サービスおよび付加価値の増した

経営資源）を地域外市場へ販売する。

この場合の地域外市場は基本的に 世界的な領域に連なる自由競争市場 と想定すべきで

ある。したがって，この企業の生産行動に対する評価は，その市場で成立する平均的な価値

規準に基づいた経済的なそれになる。

われわれは，このような「価値形成の論理」あるいは「価値形成システム」を 市場価値

と呼ぶことにする。現実のグローバル市場において成立する「価値形成システム」は明らか

にこの市場価値に他ならない。

これは，市場の経済的な価値に基づく企業評価の表現様式であるから，企業行動の果たし

た企業本体への財務的成果に対する評価に相当する。

このような「経済的価値システム」とは異なる「価値形成の論理」が存在する。「地域的価

値形成システム」である。

先の 企業行動スペクトル の「完全地域性」を遵守するケースＥを想定した場合がこれ

に相当する。

企業行動Ｅは，その財の取引をすべて地域内において実施する。したがって，この場合の

企業行動の評価は，当該の地域社会に固有の「論理」や「仕方」でおこなうことが可能であ

る。

ここでの価値評価の地域的な固有性は，究極的には，地域社会の「豊かさ」に求められる

と推定するのが自然であろう。なぜなら，「豊かさ」の実現様式を当面考慮しないとすると，

この要因だけが，地域社会の多様な構成員の「共通の利益」として広範な納得を得られるか

らである。

このような「価値形成の論理」は，われわれが地域価値と呼んできたものに他ならないし，

地域密着型の企業行動の評価に不可欠の要因である。
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これらの「市場価値」と「地域価値」を共にもちうる企業行動の様式が 企業行動スペク

トル の中間的領域（たとえば，その典型的な地点として図３「企業行動での市場指向性と

地域指向性」におけるＢ，Ｃ，そしてＤ）において成立する。

この領域ではまた，「完全市場性」を指向する企業行動（ A）も，「完全地域性」を指向す

るそれ（ E）も，いずれも存在しうる。

たとえば，北海道江別市は，2002年に「江別経済ネットワーク」を構築し，市内のさまざ

まな事業者の交流の「場」を創出したが ，その前後の時期で，地域内の事業者の行動に変化

が生じている。

その経済ネットワーク導入以前は，市内の事業者はいずれも地域外へ販路を求めるか「札

幌」を意識したブランドづくりを指向していた。この場合，この企業行動は前者の市場指向

型（ A）といえる。また，ネットワーク構築以降は，市内の農家－農協－製粉業者－製麺業

者－食品販売店の有志が地域ブランド品の開発を指向して，産業グループを立ち上げ，「江別

小麦麺」を製品化したのであるが，この企業行動は，後者の地域指向型（ E）と判断できる。

このような企業行動の指向性は，「地域社会の産業政策」，「企業経営者の地域的価値の認識」，

「消費者・住民の参加意識」に大きく影響され，その決定行動が 地域社会の意思 に左右

された結果である。

⑵ 地域価値

ここで，われわれは，地域社会の 豊かさ と表現した「地域価値」の実態についての検

討に移ろう。

地域社会の豊かさ は，企業行動の２つの形態によって実現できる。第１は，非収奪型で

図３ 企業行動での市場指向性と地域指向性
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地域資源を用いた市場指向型（ A）の企業行動であり，第２は，地域指向型（ E）のそれで

ある。

前者の A型企業行動 の場合，実現した企業収益は，地域資源に還元され，最終的に労

働の対価としての勤労所得になるが，これが地域内資源の購買に向かい，しかも，地域資源

の循環再生へ結びつくときは，「地域的豊かさ」となる。

もっとも，このケースで地域内の関連する企業体がその経済的成果を最大化する企業行動

を採用した場合は，地域内に所得格差を生み，究極的に，これが地域社会内に階層分化をも

たらし，地域的価値意識に分裂を生じ，上層者は都市奢侈型浪費を，また，下層者は使い捨

て型浪費をそれぞれ採用し，結果的に，地域資源浪費型経済システムに帰着することで，「地

域的豊かさ」の実現は崩壊する。

つぎに，後者の E型企業行動 の場合について検討してみよう。このケースでも，企業

収益の実現は A型の企業行動のそれと変わることはない。ただし，その実現の過程で，地域

的広がりの中での社会的関係性が経済的合理性の追求に優先されて，厚く配慮される。この

点が前者の企業行動とは決定的に異なる。

つまり，ここでは，個別的な企業行動が企業間関係における地域的広がりを創りだし，し

かも，それぞれが地域的資源の活用を試みるなかで，「地域的豊かさ」の基盤が生み出されて

いくという構図が見られるのである。

もちろん，この場合にも，無条件で「豊かさ」に結びつくとはいえない。かりに，その社

会的関係性が集
・
権
・
的
・
に
・
構築されるとすると，その下で，企業行動に一定の制約が働き，ここ

での特徴であった 個別的な創意の社会的な集積 という「豊かさの基盤」が崩壊するから

である。

現代社会と伝統社会の間の，ある広がりをもった社会的－経済的な特性の領域を想定する

と，そこには，社会システムに関して，現代社会の 個別性 と伝統社会の 強固な社会性

との間において，ある中央値的な特徴が，また，経済システムや技術システムに関しても，

それと同様の中央値的な特徴が見られるはずである。（図４「地域社会における経済と労働の

形態」参照）。

この「中間的な社会領域」が地域社会において分権的に成立し，併せて，経済行動に対す

る地域的意思が構築されるとすると，そこでは，地域社会のさまざまな構成員が「個性」を

生かしつつ「連携」する関係性が一般的な存在になり，共有する目的の達成に向けた行動の

充足感が地域的に具現化することになる。その意味で，われわれは，この領域を 共歓性向

上領域 と表現したい。

このような特性をもつ社会的領域こそ， 地域的豊かさ の成立基盤といえるが，これをつ

くり出す要因について，いま少し検討を加えておきたい。
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【分権性】

地域社会の「豊かさ」を確かにする最大の要因は， 分権性 である。これまでの伝統社会

にしろ，現代の資本制社会にしろ，その社会的構造を特徴づけてきたのは，まぎれもなく 集

権性 であった。この社会特性の下で，「人的資源」や「物的資源」をはじめとする地域社会

のあらゆる「資源」は，集権的経済社会のつくり出す，特に，イデオロギーに裏打ちされた

社会的装置 に絡みとられ，その中心部へ無批判に引き寄せられ，結果的に，地域社会の

豊かさは破壊されてきた。

この歴史的な実態を踏まえ，その流れを断ち切るために，地域社会は 分権性 を意図的

に創出していかなければならない 。

この分権性を確立するための主要な要因として，われわれは，「ネットワーク性」，「生産能

力共有性」，「学習支援性」，「協働性」，そして「コエディケイション性」を提示できる。つぎ

に，これらの要因の概要を示しておきたい。

【ネットワーク性】

地域社会において，個人的事業者を含むさまざまな事業者が 共歓性共有領域 を創出す

るとき，それらの行動主体は，相互に自立的で，しかも，みずからの事業上の取り組みに 歓

び ，あるいは， おもしろさ を見いだす必要がある。

そして，この場合の行動主体間の関係性は，個別的な事業者の間の ネットワーク性 に

よって充たされる。もっとも，ここでの「ネットワーク」は，相互に対等な事業者の間の「信

頼」に基づく 分権的 な関係概念として位置づけられる。ネットワークの内部に，その構

成員やそのグループの間の「仲介者的機能」をもうけ，「コーディネイター」によって，それ

が担われると想定した意味はそこにある。（図５「地域社会における個体的事業者のネットワー

図４ 地域社会における経済と労働の形態
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ク」参照）。

【生産能力共有性】

このネットワークを構成する単位は，個体的事業体および機関を含む集団的事業体である

が，これらの事業体の間で， 生産的能力 がそれぞれ確立していることが， 共歓性共有領

域 を地域社会に構築するためのいま一つの条件である。

もちろん，この生産的能力は，「個人」の適性に基づく能力であって，既存の経済システム

の求める業務内容に合致させ蓄積した能力ではない。地域社会において必要とされるきわめ

て多様な「事業上の能力」をみずからの潜在的なそれと結びつけることで，個人的に認識さ

れ発揮される能力である。

さまざまな業務や事業を通じた 歓び は，このような個人的な資質に連接する取り組み

の中で本格的に発揮されるのである。

【学習支援性】

個人的な能力の発揮が 歓び に結びつくためには，「事業対象」や「作業対象」に対処す

るための行動主体の生産的能力（あるいは 力能 ）が相応の水準に到達している必要がある。

このような「力能」の形成は，一般に，自然発生的な自己努力で成し遂げられるものでは

なく，何らかの学習過程を経てえられる。高度に発達した「成熟社会」においては，特に，

そのように理解すべきである。

これまでの「日本的経営」においては，企業体が主として「OJT」を通じて，このような

教育機能を施してきた。しかしながら，OJTはそもそも「技能」の伝承にのみ有効な手段で

あっても，論理的な「技術」に代わりえないという限界性の前に，今日の日本における多く

図５ 地域社会における個体的事業者のネットワーク
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の企業は，有効な「教育手段」を持ちえなくなっている。つまり，企業は，もはや力能形成

の社会的「受け皿」たり得ない状況に立ち至ったのである。

地域社会がこれに代わって，しっかりした役割を果たすべきである。もっとも，この場合

には，「日本的経営」におけるような，ごく狭い「企業戦士」的な能力の活用を目的にしたも

のではなく，個人的な資質の地域社会的な多様な活用と展開という 本質的な教育形態 に，

大胆に切り替わらねばならないのであるが。

【協働性】

一般に，地域社会によって担われる個人や組織体への教育機能は，さまざまな行動主体の

間の 協働 を通じて，なすべき地域的な力能教育の内容に対する契機がつかめ，同時に，

なすべき方法が定まる。

それ自体の重要性に留意する限り，地域社会は，この協働性をどのような「場」あるいは

「空間」において実現するのかを決定しなければならない。

概念的に表現すれば，この「協働空間」のさまざまな実践を通じて地域社会は，個人や組

織体がみずからの潜在的に保有する力能を多面的に解明し，顕在化するための支援システム

を具体的に定め，実施するということである。この意味で，この「空間」は，それ自体で相

応の広さをもち，地域内の行動主体が基本的に一堂に会しうるほどの規模が望まれるよう。

この支援システムには，地域社会に関わる専門的諸機関，つまり，企業体，行政機関，そ

して研究教育機関が深く関与することになる。（図６「個体的生産者の生活空間と力能の形成」

参照）。

【コエディケイション性】

最後に，一般に「生産者」と「消費者」，「供給者」と「需要者」として関係づけられる中

で，通常，前者の後者に対する 優位性 ，とりわけ専門知識所有上のそれとして位置づけら

図６ 個体的生産者の生活空間と力能の形成
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れる 生産的事業者 と 消費的個人 の関係性について言及しておきたい。

一般に，経営学においては，前者による後者への経済的な操作可能性が前提とされている。

「市場」に働きかけることで，需要の創出が可能とされる「マーケティング」や「マーケティ

ング戦略」の論理に，それが典型的に現れている。

このような「生産者」による「消費者」への「優位性」や「操作可能性」は，消費者の欲

求を充足する商品の供給によって，「消費者」の「生産的力能」の発揮を実質的に奪い取る経

済行為でもある。「消費者」を被支配的な弱者的立場に置き続ける機能ということもできる。

このような支配者的な関係性を地域社会に持ち込むことは，実質的に 豊かさ の破壊に

通じる。「豊かさ」は，他者からの与えられる行為の中から得られるものではなく，自らの創

造の過程を経て，創造的な社会参加の結果として獲得できる相対的な概念だからである。

この意味で，「生産者」と「消費者」は文字通りに対等でなければならない。この関係性は，

コエディケイション性 によってのみ実現できる 。つまり，それらの主体間での教
・
え
・
合
・
い
・
、
・

か
・
つ
・
、
・
学
・
び
・
合
・
う
・
関係性の構築を通じてである。

きたるべき地域社会では，現代の資本制社会における浪
・
費
・
の
・
主
・
体
・
としての「消費者」は，

コエディケイション性を身に着けることによって，自らを創
・
造
・
的
・
な
・
主
・
体
・
へ変革した 個体的

生産者 として登場するであろう。

３．マネジメントの評価規準

これまでは，現代の経済社会で支配的な事業特性としての 市場特性 ，および，今後に重

要性を増すはずの 地域特性 に注目してきたが，これらに加えて，これまでの議論の中に

陰伏的に言及していた「伝統的な職人労働」に基づく事業を評価の対象に据えることにした

い。この労働形態は，現実の職場においても，また，事業自体の基盤としても，依然として

重要性をもっている。これへの評価により現実に実施されているあらゆる事業におけるマネ

ジメントの評価が可能になるはずである。

これらのマネジメントの３つの形態の実在性を踏まえて，ここでは，マネジメントの評価

規準を設定することにする。

なお，伝統的職人型事業のマネジメント特性を「職人特性」と表現して，改めて， 職人特

性 ， 市場特性 ，そして， 地域特性 の３つの特性について，特に，その水準に焦点を当

てた議論を試みる。

これら３つの事業形態には，明らかに，歴史的な序列だけでなく，マネジメント上の発展

的な序列関係が存在する。

たとえば，その機能的要素に注目すると，「職人特性」は個人的なマネジメント機能によっ

て，「市場特性」は組織的なそれに，そして，「地域特性」は地域領域的なそれに基づいて成
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り立っているが，これらの機能を「点」－「線」－「面」の構成になぞらえると，そこに構造上

の発展的なそれを認識できる。（図７「マネジメントの発展形態」参照）。

⑴ 職人特性

現実に普遍的な，組織体におけるマネジメント・システムは，職人的な個人的生産者のマ

ネジメント行動を批判的に超克することで歴史的に成立してきたのだが，現在でも，技能労

働に基礎を置きながら，同様の事業形態は多様に存在する。

このマネジメント形態は，職人本位の能力に決定行動の重点を置く傾向があるという意味

で，マネジメントがしっかりと機能化されてはいないと判断できる。かつて「成り行き管理」

と評価された根拠がここにある。

しかしながら，職人的な生産行動の中に含まれる個人的な能力向上要因としての「自己実

現性」に注意すると，また，個人的な生産行動があらゆる事業行動の基礎である点に留意す

ると，「職人特性」の重要性は，今日でも少しも失われていない。

現実には，あらゆる事業行動が 契約 に，その基礎である 合意 に基づいて，したがっ

て，対外的な経済的な関係性の中で成立しているのだから，「成り行き管理」といった否定的

な評価はここでは妥当しない。

このように，「職人特性」に関して，個人的な能力向上の要因が事業展開の「基点」となっ

て，個人的な嗜好を追求する方向へも，資本制的な企業組織の方向（つまり，市場指向型 A）

へも，また，地域社会的な多様な関係性を重要視する地域的事業の方向（つまり，地域指向

型 E）へも進みうることがわかる。

これら３つの方向性が「職人特性」に基づく事業のマネジメントの成立と展開の内容に大

きく影響を与えるのであるから，この点から，マネジメント評価を実施することが可能にな

図７ マネジメントの発展形態
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る。

⑵ 市場特性

資本制企業の経済行動は，いわゆる市場（つまり，「資本財市場」，「生産財市場」，そして，

「消費財市場」）の価値評価を基礎にして，方向付けられ，決定されることは間違いない。

一般に企業において，「事業システム」を構築し，「マネジメント・システム」を形成し，

さらに，経営計画や経営戦略に基づいて「マネジメント・サイクル」を稼働させるような，

きわめて高度で組織的な経営行動を実施しようとするのは，市場の価値評価としての「市場

特性」の向上を目指すものであることは明らかである。

そして，この「市場特性」が，企業業績の典型的な財務的な指標としての 利潤 の形態

で，また，この 利潤の実現 をうながす理念として集中的に立ち現れることも，動かしが

たい事実である。

「市場特性」は，この原理性を純粋に追求すればするほど，「職人特性」や「地域特性」と

矛盾し，両立することはない。その意味で，これは， 企業本位の経済性 として認識するべ

きである。

すなわち，歴史的に職人の全体的技能労働を徹底的に解体して，装置化し，産業開発の名

の下に自然村を含む伝統的な地域社会を破壊し，論理的な技術と機能的な都市空間を創り上

げてきたという厳然たる事実がある。

他方で，「市場特性」は，事業行動をマネジメントの概念体系としてきわめて精緻に機能的

に再構成し，同時に，財務的にきわめて合理的に明示化する客観性の要因として，決定的な

役割を果たしてきた。もちろん，今日の事業体に見られる「職人特性」や「地域特性」の認

識や評価にも，この要因は不可欠である。

もっとも現実には，そのような「市場特性」の 原理性 や 客観性 を対人的関係や対

社会的関係の観点から緩和し，それらに調和せしめるような経営行動が一般的になされてい

る。日本的経営には，周知のように，そのような傾向を強く感知できる。

このような「市場特性」に基づく事業体のマネジメントに対して，この特性表出の整合性

をめぐって，また，社会環境との共生性（あるいは，地域指向性 E）をめぐって，その評価

が可能になる。

⑶ 地域特性

「地域特性」は，「職人特性」と「市場特性」の切り拓いた普遍的な要素としての「力能向

上性」と「論理体系性」の地平の上に成立するマネジメント特性であり，意識的な構築の必

要性という意味で，きわめて高度な特性である。
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「職人特性」は個体的な生産者としての職人の生産能力という 個人的属性 に基づいて成

立してきたし，「市場特性」は経済人の本能としての 物質私有欲求 を限りなく拡大するこ

とに成立基盤を求めてきた。

これに対して，「地域特性」は，成熟化した豊かな社会における「漂流する市民」の受け皿

としての地域社会を，意図的に創造的に構築する生産的行動のための評価概念であって，経

済主体の「本能」に代わる「意識性」を立脚点に据えているという点で，前２者とは決定的

に異なる。

すでに示したように，そこでの主要な構成概念は，「分権性」，「ネットワーク性」，「生産能

力共有性」，「学習支援性」，「協働性」，「コエディケイション性」であった。

そして，「地域特性」に基づいて，地域社会において実現されるべき到達目標は，地域的生

産者のもつ生産的な多様な個性の発展によって創りだされる地域的な「場」の形成であった。

このような「場」での 創出物 を何らかのまとまりのある「実体」として包括的に表現

すると，われわれは，それを「文化」と認識する以外にない。つまり，生産的活動を通じて

地域的に共有された「文化」の創出が，さまざまなマネジメント的な「論理的装置」の支援

を受けながら，実践されることになる。

このような「地域特性」をめぐる全体的な状況を踏まえて，地域社会形成の基礎である地

域的産業連関の形成の成否に関して，また，その「質」の文化性に関して，ここでの評価が

設定できる。

⑷ 評価の格付け

これまでに述べてきたマネジメントの発展に関わる構造上の要素と３形態の特性について

の議論から， マネジメントの評価 についての「格付け」をつぎのようにまとめることがで

きる。

別資本維持的機能

Ｃ 地域連関貢

Ａ 地域文化形成的機能

Ａ 分権マネジメント・システム Ａ 地域連関形成的機能

Ａ 地域連関維持的機能

Ｂ 地域連関貢献的機能

Ｂ 集権マネジメント・システム Ｂ 個別資本展開的機能
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まず，マネジメントの「発展」に関わる評価から，「分権マネジメント・システム」の成立

が見られる場合を評価Ａ，「集権マネジメント・システム」と判断される場合が評価Ｂ，そし

て，「職人マネジメント・システム」と認識できる場合が評価Ｃというように，全体的な評価

の構成を定める。

つぎに，前述の「職人特性」，「市場特性」，そして「地域特性」についての議論を踏まえて，

各評価を３段階に細分化して，それぞれの評価枠の中で，当該のマネジメント・システムが

どのような評価の状況にあるのかを示していく。（図８「マネジメントの評価とその構成」参

照）。

評価Ａ：分権マネジメント・システム

調査対象の事業体における明示的な「マネジメント・システム」の形成と機能を必要条件

として満たし，さらに，「分権マネジメント・システム」を特徴づける諸要因，つまり，「分

権性」，「ネットワーク性」，「生産能力共有性」，「学習支援性」，「協働性」，「コエディケイショ

ン性」が，現実の「マネジメント・システム」の中に，どの程度の比率で充足されているか

に応じて評価わけを実施する。

具体的には，その比率にしたがって，70％以上の充足率のケースを（ＡC），70％未満から30％

超の充足率のケースを（ＡE），30％以下の充足率のケースを（ＡK）と判定する。

なお，必要条件が満たされずに，十分条件が満たされている場合には，評価保留（Ａ０）と

判定される。

評価Ｂ：集権マネジメント・システム

ここでも，明示的な「マネジメント・システム」の形成と機能を必要条件にすることにつ

いては前項と同様で，それに加えて，「マネジメント・システム」に地域指向性（ E）を有す

る場合に（ＢR），市場指向性（ A）をとる場合に（ＢC），そして，市場指向性（ A）をとる

が「マネジメント・システム」の明示性に問題を有する場合に（ＢK）と判定する。

評価Ｃ：職人マネジメント・システム

ここでは，職人における事業の「マネジメント・システム」の形成と機能が，たとえ暗黙

的といえども，成立するように求められるが，これを必要条件として満たした上で，それが

地域指向性（ E）を有する場合に（ＣR），市場指向性（ A）をとる場合に（ＣM），そして，

その「マネジメント・システム」の形成と機能に「成り行き性」を示す場合に（ＣD）と判定

する。

― ―62

地域社会に求められる企業とは何か（下島英忠)



．地域企業におけるマネジメント分析の構図

一般に，企業体の「マネジメント」を分析し，診断することは不可能といえる。それが「経

営者」や「管理者」の「理念」，「意思決定」，そして「決定システム」のような概念と深く関

わり，その行動主体の内在的な要因に由来するため，それらが外部からは認識しえないと判

断できるからである。

もちろん，その事業行動の成果である 結果 を分析し，診断することは，一般的になさ

れているが。

「マネジメント分析論」では，この課題を企業体に構造化される「事業システム」とそれに

対応して成立する「マネジメント・システム」の抽出によって，打開できると結論づけてい

る。

もちろん，ここで成立している「意思決定者」－「マネジメント・システム」－「事業シス

テム」の３者の関係の中で，本論では，後の２者を取り上げているのであるが，これでは，

「意思決定者」の決定自体を分析対象としておらず，それによって生起する「結果そのもの」

を分析することにはならないと批判することは可能である。

しかしながら，企業体を含むあらゆる「行動システム」では，かりに意思決定者の不正常

な決定行動があったとしても，それは短期的に検知されて，それを修正する組織的行動がと

られ，当該の「行動システム」に適合的な行動に修正するように求められるか，適切な「決

定者」に置きかえられるはずであり，したがって，「行動システム」自体の問題点を明らかに

するのが第一であって，行動結果の診断の対象を「決定者」に求めるのは，むしろ「行動シ

ステム」に問題がないことを明白にさせたあとの措置であると指摘しなければならない。

１．事業システムの認識

どのような事業体であれ，そこには「意思決定者」が存在し，その決定の内容を確実に反

映した製品・サービスを創りだすための「事業システム」が成立している。この「事業シス

テム」を認識する上で，われわれは，一般的な企業についての 論理的な枠組み を活用す

ることにする。

ここで「意思決定者」と「事業システム」の間にあって，「事業システム」の特性に即して

決定の内容を具現化させる機能として「マネジメント・システム」を想定することができる。

これらを認識するための概念について，まず，論じておきたい。

⑴ 事業システムとマネジメント・システム

一般的な企業として，大規模な事業体を想定したとき，そこには，企業組織が明瞭に構造
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化され，組織内のさまざまな「部門の役割」とその「構造」が明らかになっていると考える

ことができる。

企業組織には，事業体の生産行動に直接的に関わる機能と，それに間接的に関与する機能

の２種類のものが存在する。前者を「直接的な機能」，後者を「間接的な機能」と呼ぶことが

できる。

事業体の生産活動は，市場における需要とのむすび付けをどれだけ強く保つことができる

かに応じて，その経済的な評価が決定されるといえる。このように，「需要」との直接的な連

接が求められる「生産的な機能の集合」を考え，その一定の組合せを 事業システム と呼

ぶと，これは，同時に，「直接的な機能」の集合でもある。

この「生産活動」と結びついた「直接的な機能の集合体」と，それを支援する「間接的な

機能の集合体」からなる機能の全体集合を マネジメント・システム と呼ぶ。この場合に，

後者の機能を「スタッフ機能」と対応づけることも可能である。（図９「事業システムとマネ

ジメント・システム」参照）。

⑵ 事業システムとビジネスモデル

このように「事業システム」を「生産活動」と結びついた「直接的な機能の集合体」と表

現しても，ここでの課題である「事業システム」の具体的な認識には結びつかない。この課

題に応えるために，「事業システム」を構成する各機能について注目したい。

現実には，この機能は，それぞれの職場における「職務」として現象する。そして，この

職務は，事業体の外部環境に対して，一定の目的的行動で働きかけ，相応の成果を達成する

ような生産的行動といえる。

この場合に，「事業システム」における「職務」が外部環境との間で創りだす特徴的で突出

した行動システムの集合体を ビジネスモデル と呼ぶことにする。

この「職務」は煩雑で容易に認識しがたい可能性があるが，外部環境に対する特徴的な行

図９ 事業システムとマネジメント・システム
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動システムとしての「ビジネスモデル」は，それが対外的で特徴的であるだけに，具体的に

認識可能である。

つまり，われわれのマネジメント分析は，「事業システム」の各機能ごとに，外部環境に対

する行動様式を調べる作業によって得られる「ビジネスモデル」を介して，当該企業体の「事

業システム」を認識するということである。（図10「事業システムとビジネスモデル」参照）。

もちろん，それぞれの事業体には，事業行動に必要な「機能」のみが備わっているのであっ

て，事業体ごとに，その種類や構成が一般に異なると考えられ，その「機能」の内容と構成

がそれぞれの事業体の特徴となる。

また，実際の調査では，「ビジネスモデル」の認識において，必ずしも突
・
出
・
し
・
た
・
行
・
動
・
シ
・
ス
・
テ
・

ム
・
だけに着目するのではなく，事業体の現状を表現するために，通常のそれも，遺漏なく汲

み上げていく必要がある。

ところで，これまでの「事業システム」についての議論は，大規模な事業体を念頭におい

て試みてきたが，これとは異なる 個体的な事業体 も，地域的企業体の場合には，数多く

存在する。

この場合には，大規模企業体と違って，「事業システム」の「機能」と「職場」の直接的な

対応関係が未成立となっている可能性がある。単一の行動主体が「事業システム」を実質的

に構築している場合がそうである。

このような事業体のケースでも，「ビジネスモデル」の認識は問題なく可能であり，これか

ら演繹して，「事業システム」を把握することができる。

したがって，われわれの認識方法は，すべての事業体の「事業システム」に対して，有効

性が高いといえよう。

図10 事業システムとビジネスモデル
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２．マネジメント・システムの認識

つぎに，「事業システム」への制御機能を担う「マネジメント・システム」の認識について

の議論に移ろう。

上述のように，マネジメントは， 意思決定 と密接に関連づけられて，理解されている。

たとえば，「意思決定主体」－「選択肢」－「選択可能集合」－「到達目標集合」から成る 行動空

間 の構図がそれである。（図11「行動空間の論理」参照）。

この構図に基づいて，「マネジメント・システム」を表現すると，事業体の各機能を担う意

思決定主体に対して「到達目標集合」と「選択可能集合」を，何らかの仕方で，規制するこ

ととなる。「目標」や「選択肢」の選択とは，選択可能集合の絞り込みの過程に他ならず，そ

の成就に向けて働きかける 何らかの行動主体 の存在を，少なくとも，論理的に想定でき

るからである。

つまり，マネジメントは，「上位」と「下位」（あるいは「他者」と「自己」）の意思決定主

体の間での 規制関係 に基づく決定行動であるといい換えることができる。

このような概念的な表現形態をより現実的なそれに置きかえるとすると，「規制関係」の対

等性に基づく「分権マネジメント・システム」，その関係の支配性に依拠する「集権マネジメ

ント・システム」，そして，それの自己完結性に基づく「職人マネジメント・システム」の３

形態を挙げることができ，これですべてを尽くすことができる。

つぎに，これらの「マネジメント・システム」について，より具体的な構図を明らかにし

ておきたい。

図11 行動空間の論理
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⑴ 分権マネジメント・システム

最初に，「分権マネジメント・システム」であるが，これは，さまざまな事業体間の関係や

単一の事業体内部の「機能」間の関係が 相互に対等 であるような構造特性において成立

する「マネジメント・システム」である。

この 対等性 こそ，「分権マネジメント・システム」の成立のための決定的な要件である。

いま，「事業体」や「事業体内の機能」を簡潔に 行動主体 と表現すると，先の事
・
業
・
主
・
体
・

間
・
や事
・
業
・
主
・
体
・
内
・
の
・
機
・
能
・
間
・
なる概念は，単純に 行動主体間 あるいは 一群の行動主体 と

いい換えることができる。

対等関係にたつ「行動主体間」にマネジメント・システムが成立するためには，「一群の行

動主体」がある目的達成行動をとり，共通の成果の実現に向けて，協調的な行動をとる必要

がある。（図12「分権マネジメント・システムの機能」参照）。

もちろん，このような協調的な行動を採用したとしても，それぞれの行動主体は，みずか

らの分権性を自己否定する必要はまったくない。

つまり，そこでの行動主体は，決定行動を 自律的かつ自立的 におこない，しかも，共

通成果の達成の責任をみずからに負うということである。

このような構図の中で成立する 分権マネジメント・システム は，第一に，協働する行

動主体の間で，「共有する目的」，および，「生産的行動の条件」の２つの事項について，協議

し 合意 するための仕組みを備えていなければならない。

第二に，それぞれの行動主体における自主的な決定行動が「協働システム」の中で実施さ

れた場合の，行動結果の差異を 調整 する仕組みを備えている必要がある。

第三に，各行動主体の間の生産的な能力（つまり，力能）に落差が生じている場合に，力

能の向上に向けた学習への 支援 の機能を備えているべきである。

図12 分権マネジメント・システムの機能
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第四に，これらの要件を充足するために，「分権マネジメント・システム」は， コーディ

ネイト機能 を保有する必要がある。

そして，第五に，各々の「行動主体」および「コーディネイト主体」の自立的な行動を支

えるための データベース を備えているべきである。（図13「分権マネジメント・システム

の構造」参照）。

このような分権マネジメント・システムにおいて，その機能の「鍵」の位置を占めるのは，

「コーディネイト主体」のマネジメント機能での「力量」であり，それを支える「データベー

ス」の「質」と「量」であろう。

したがって， 分権マネジメント・システム を認識する際には，少なくとも，「コーディ

ネイト機能」，「データベース機能」，「生産機能の自律＆自立性」を見きわめることが必要で

ある。

⑵ 集権マネジメント・システム

つぎに，「集権マネジメント・システム」についてであるが，これは，現在の経済社会にお

いて，きわめて一般的に存在し，事業行動で決定的な地位を占めている実体であるので，周

知な概念であるといえる。

ここでは，一群の行動主体は，最終的な「意思決定」とその結果に伴う「責任」を果たす

中核的な行動主体 によって統率される。

その典型的な事例を ジャストインタイム型マネジメント・システム に見ることができ

る。（図14「Just In Time型マネジメント・システム」参照）。

このマネジメント・システムでは，その機能として，「顧客」の購買行動に即した納品行動

と，供給部門への最小限での「在庫」を実現する狙いでの「製造指示」，さらに，事業システ

ム全体での平準化された生産レベルの維持をはかる狙いでの「マーケティング戦略」が統一

的に執行され，また同時に，各々の生産単位間での「発注」に応じた「納品」の関係が創り

図13 分権マネジメント・システムの構造
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だされている。

このマネジメント・システムの全体的な統率は，「本社部門」が担っており，「顧客」まで

含めた各行動主体の行動全体を，あたかも，その掌中に握っているかのごとくに振る舞って

いる。

したがって，集権マネジメント・システムの特徴としては，「間接的生産機能」による「直

接的生産機能」の支配性があげられ，この点についての確認によって，その認識が可能にな

る。

このような 集権マネジメント・システム が成立するためには，以下のような条件の成

立が求められる。

第一に，このマネジメント・システムを機能させる事業体が，全体として，その事業成果

に関しての「成長性」を果たすことである。短期的にはともかく，長期的に，この条件を満

たさない場合は，「中核的行動主体」への求心力は失墜し，マネジメント・システムの破綻が

生じるはずだからである。

第二に，ここでは，その「マーケティング機能」において明らかにされ，「需要動向」を先

取りした「製品開発」と，それを実現可能にする「技術革新」の実績によって，事業体の生

産面の比較優位性を絶えず生み出していくマネジメント行動が求められる。その成果として

の製品の「多機能化」や「単純操作化」を事業体として誇ることこそ，「顧客」や「下位の事

業体」を「支配」できる，いま一つのの要因だからである。（図15 集権マネジメント・シス

テムの構造）

第三に，このマネジメント・システムの集権的な「統率」の下で，たとえば，生産現場レ

ベルにおける従業員の「自働化」のような，「分権的」なマネジメント要素の導入が必要であ

図14 Just In Time型マネジメント・システム
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る。たとえ先端的な企業体といえども，多くの職場において，「技能労働」が優位性をもつ状

況下では，分権的要素の導入によって，従業員の自主的な「学習意欲」を引き出すことがで

き，集権マネジメント・システムへの求心力をある程度まで保持できるためである。

このような「集権マネジメント・システム」は，それが成功しつづけ，みずからを存続し

つづけるために，さまざまなマネジメント要素を生み出していく。

そして，この要素が機能的であればあるほど，「集権」の枠組みを超えた意味をもちはじめ，

分権マネジメント・システム への適用可能性が生じるという「逆説」に注意すべきであ

る。

また同時に，これは，「豊かさ」，「労働」，そして，「生活の質」といった基本的な概念のあ

りようについて，社会に深刻な問いを与えていくことでもある 。

⑶ 職人マネジメント・システム

最後に，「職人マネジメント・システム」を取り上げるが，このマネジメント・システムは，

あらゆる職場の労働に付随する技能的力能に深く関わる機能である。

まずはじめに，すでに述べたように，ここでは，「職人」という「個体的な行動主体」のつ

くり出す身体的な力能のつくり出す実体であり，その機能を直接的な概念として認識するこ

とは不可能である。

ここでは，職人の振る舞いに対する「模倣」こそが最大のマネジメント要素であり，この

点をめぐって，「職人マネジメント・システム」は成立する。

一般に「OJT」と呼ばれるマネジメント・システムは，企業体の職場での「熟練労働者」

と「未熟練労働者」の間の学習形態であると同時に，職人マネジメント・システムの「要」

とも位置づけられるマネジメント要素である。（図16「職人マネジメント・システムの構図」

図15 集権マネジメント・システムの構造
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参照）。

つまり，このマネジメント・システムは，それぞれの役割を担った労働者の間のインフォー

マルを含む意思伝達や情報伝達によって成立しているが，これらの「伝達」が「形式的概念」

ではなく，暗黙的な「兆候」や「振る舞い」に依存する。

この場合の意思や情報の「伝達」は，労働者間の，また，労働者集団における統一的な行

動形成に果たす重みがきわめて大きいため，「親方職人」を中心とする 家族主義的 な人間

関係を強固に形成する必要性が高くなり，そうした指向性の下で，親方職人中心の 一つの

集団的な機能 の形態をとることになる。

この意味で，このマネジメント・システムは，直接的な生産機能に集約された形態を採る

といえる。

この機能の「単体性」は，事業体の外部環境に対して，みずからの意思を曲げずに主張す

る根拠ともなり，それの直面する状況によっては，「成り行き性」と判断される原因ともなる。

この意味で，それは，協働性にとっての障害になる可能性もある。

そしてまた，職人マネジメント・システムは，直接的な生産機能が単体の形態で成立する

がゆえに，間接的生産機能との組合せの仕方によっては， 分権マネジメント・システム に

も， 集権マネジメント・システム にも，その構造を変化できることになる。（図17「職人

マネジメント・システムの可能性と限界性」参照）。

．地域企業のマネジメント分析

これまでの「マネジメント分析法」についての検討作業によって明確化した諸概念を踏ま

えて，現実の企業体に対するマネジメント分析を試みることにする。

ここでは，まずはじめに，調査対象企業の立地する地域社会の社会的な，また，経済的な

図16 職人マネジメント・システムの構図
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概況について述べ，ついで，調査対象に設定した４つの地域的企業体についての調査結果と

その分析についての記述に移ることにしたい。

１．地域社会の概況

⑴ 調査地区の立地

調査対象地区（以下，地区Ｑと呼ぶ）は，全体として，北海道の中央部である札幌圏に位

置し，昭和30年代末から北海道庁主導で，札幌都心部への通勤向けに造成された大規模な住

宅地区の一角にある。

また地区Ｑは，その中心に商店街Ｇが配置されているが，そこから札幌駅まで徒歩と電車

で約30分程度，さらに，自家用車では，さらに短く札幌都心部まで20分程度にあることか

ら，地区Ｑでの購買行動は，特に高額商品に関しては，札幌都心部の顧客吸引力を強く受け

る状況にある。

⑵ 社会的特性

北海道全体では，「少子高齢化」を伴う人口減少の傾向は激しく進行しているが，道央の都

市部では，唯一，人口増加がみられる。地区Ｑの所属する地域社会は，現在も同様に微増傾

向を保っている。

ただし，地区Ｑの高齢化率は30％を超え，高齢社会の目安とされる高齢化率14％の水準

をすでに大きく上回り，「超々高齢社会」に突入している。

また，同地区における高齢者世帯比率は50％近くに達しており ，高齢者の住む世帯が顕著

に多くなっている。

さらに，地区Ｑの特徴ともなっている公営大規模団地に，世帯人口の２人台への低下と並

んで，かなりの率の「空き家」の発生がみられ，地域社会上での解決を要する大きな問題点

の一つになっている。

図17 職人マネジメント・システムの可能性と限界性
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⑶ 商店街の経営環境

調査対象の４企業体は，地区Ｑの中心部にある商店街Ｇに存在するが，この商店街Ｇは，

公営大規模団地の開設と共に，順次に分譲と営業が開始され，すでに40年余りの歴史を刻ん

でいる。

当商店街でも，商店街振興組合が結成され，その振興策の一環として，平成元年に中規模

スーパーを商店街中央部へ相応の広さの駐車場と共に誘致し，これが現在でも商店街Ｇへの

集客力にかなり大きく寄与している。近隣の商店街の激しい衰退傾向と較べると，スーパー

誘致の効果はしっかり発揮されている。

しかし，大規模団地造営と商店街開設の時期の昭和40年代には，札幌への交通の便の悪さ

と周辺への大型店の進出が見られなかったことが重なって，本商店街Ｇを含む多くの商店街

では，最盛期の賑わいを経験していた。

当時の賑わいと比較すると，今日では，顧客年齢の高齢化もさることながら，顧客の絶対

数の減少が顕著に見受けられ，通常はにぎわう曜日とされる日曜日を定休日にする商店が現

れている。この点も，地域再生の必要性が指摘される要因になっている。

他方で，本商店街Ｇの位置する地区Ｑに隣接して，タイプの異なった数校の大学と研究機

関のような研究教育施設，並びに，広大な緑地公園が存在し，総合的な意味で，かなり好条

件の経営環境が備わっているといえる。

この状況を反映した事業者の判断なのか否かは，必ずしも定かではないが，本商店街Ｇへ

の出店を希望する店舗はかなり多く，巷間でささやかれるような「シャッター通り商店街」

にはなっていない。（図18「商店街Ｇの現況」参照）。

図18 商店街Ｇの現況
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２．調査方法の概要とマネジメント分析の事例

１) 調査方法の概要

「マネジメント分析」に向けた調査は，平成17年10月から11月にかけて，担当する学部

のゼミ活動もかねて実施した。

対象の４つの事業体は，商店街Ｇを構成する30店舗強の中から，任意に抽出した数店舗の

中で先方との調整のできたところを優先的に選択して，直接的な店舗への訪問と事業主への

聞き取り調査の形式で実施した。

本調査は２段階にわたっておこなった。最初は，予備的な「概要調査」で，「事業の資本構

成」，「事業規模（資本金，従業員数）」，「取扱い商品」，「事業体の景況判断」，「後継者の有無」

などを尋ねたもので，アンケート形式で実施した。

つぎに，「本調査」は，対象の事業体に関して，概要調査でえた基礎的データに即した質問

事項を事前に用意して，それに沿って面談方式で実施した。

そこでの質問内容は，「経営実績」，「事業の進め方」，「事業上の留意点・特徴点」，「取引上

の特徴」，「技術的特性」，「事業経営上の人的な役割」，「外部組織との関係」などの事項につ

いてである。

実際の質疑内容は，かなり当意即妙で，事業主の回答内容に即しながら，事業上の要点を

引き出すようなやり方になった。

この調査方法に関しては，今後，調査の事例を増やす中で，一定の形式的な様式に納める

方向で，改良の余地はかなり大きい。

２) マネジメント分析の事例１ 【Ａ商店】

⑴ 事業概要

Ａ商店は，先代からのＡ用品関連商品の販売を引き継いで，昭和40年代の初めに商店街Ｇ

に開店した。会社形態は有限会社で，資本金は数百万円である。従業員数は若干名，パート

従業員数名である。

もっとも繁盛した時期は，開店直後の昭和40年代前半期の頃で，夏祭り時には，それを楽

しむ顧客が商店街にあふれた状態であったという。

近年の事業の経営状態は，ここ10年間を通じて，下降状態にあり，これを反映してのこと

か，後継者は未定である。

⑵ 事業システム

Ａ商店には，３つの販売部門がある。Ａ用品部門，Ｂ用品部門，Ｃ用品部門がそれである。

これらの３品目は，それぞれまったく異なった販売性向をもち，相互に補い合う関係がある。
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たとえば，Ａ用品は，製品ライフサイクルが10年以上の単位と最も長く，Ｂ用品は，それ

が１年以内の長さであり，Ｃ用品は，一定の年齢階層向けの消耗品的な用途の商品で最も短

い長さである。

これらの用品のうち，Ａ用品が全体の60％以上の売上を示す主力商品であり，以下，Ｂ用

品20％強，Ｃ用品20％弱の割合となっている。（図19「Ａ商店の販売部門構成」参照）。

この販売部門の売上高の構成と当部門の他の２部門形成への原点的な歴史的経緯を踏まえ

て，ここでは，Ａ用品部門に注目して，したがって「Ａ用品販売部門の事業システム」につ

いての分析を試みることにしたい。

Ａ商店の主要な機能は，「販売」に置かれている。われわれは，この事実を商店であるが故

に当然と見るべきではない。

昭和50年代前半に，隣接する地区へ大型スーパーマーケットが相次いで進出し，地区Ｑを

含む当該地域社会の商店や商店街へ大きな脅威になってきていたことが，改めて「販売機能」

の強化を促した最大の要因である。

Ａ商店の採用した「戦略」は， 高級化路線 であった。大型小売店では，あまり得意とし

ない 高級用品 を積極的に扱うという方針である。

しかしながら，規模の小さな商店が「高級用品」を販売するとしても，客の獲得ができる

という保証は何もない。

「販売機能」の強化として掲げた要点は，商売の原点としての「ひとり一人の顧客を大切に

すること」である。

この「強化策」の実行において要となった機能は，「製品再生サービス」の強化であった。

つまり，再生サービスの実施にあたり，製品自体の「価格性能比」を顧客の面前で具体的に

わかり易く説明し，長期的に使用した場合の「高級品」の優位性をしっかり伝え，納得し認

識してもらう事業行動を展開したのである。

この「顧客密着型事業行動」をより確かなものにするために採用した方策は，以下のよう

な内容であった。

すなわち，商品の 個別配送 を実施し，製品の使用方法と関連商品のニーズを把握する。

図19 Ａ商店の販売部門構成
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また，このサービスの充実と開発のための対策として，製品についての関連の知識や情報を

入手し，顧客に提供する。そして，顧客の性向や学習した専門知識を活用した商品の仕入れ

を積極的に実施する。さらにまた，このような事業行動を評価した顧客が「口伝て」で，新

たな顧客を紹介してくれるような陰伏的な宣伝方法も採用した。

これらの顧客重視の事業行動は，明らかに， ビジネスモデル を構成している。この「ビ

ジネスモデル」の構成要素を一般的な「事業システム」の機能と対応づけることによって，

Ａ商店の「事業システム」を把握することができる。

このようにして，「配送」，「研究・開発」，「マーケティング」，「購買（仕入）」のそれぞれ

の機能を「販売」に向けて，再点検し，その機能の充実をはかるといった形式の「事業シス

テム」が得られたことになる。（図20「Ａ商店の事業システムとビジネスモデル」参照）。

⑶ マネジメント・システム

Ａ商店の「事業システム」に基づいて，その「マネジメント・システム」を求めることが

できる。

この場合に，「事業システム」を構成する「直接的機能」以外の「間接的機能」については，

その事業行動の形成にほとんど関わっていないと判断できるので，前者の「直接的機能」だ

けを勘案すればよいことになる。

そして，Ａ商店のケースでは，事業主がその事業行動の形成と展開にほぼ単独で取り組む

状況にあるため，事業主において，特に「販売機能」に関わって，事業全般に対する 専門

的力能 の高さは十分に看取できるが，「事業システム」上の個々の機能における専門性につ

いては，問題を残している。

すなわち，「配送」，「研究・開発」，「マーケティング」，そして，「購買」の４つの機能の「販

売」への連関性は認められるが，それが事業主の外部に明示的に対象化されておらず，その

図20 Ａ商店の事業システムとビジネスモデル
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結果として，個々の機能が客観的な検討の「場」に置かれずに，その専門性を深める可能性

を逸している。図21「Ａ商店のマネジメント・システム」において，それぞれの機能の枠取

りを破線で示しているのは，この事実を示すためである。

３) マネジメント分析の事例２ 【Ｂ商店】

⑴ 事業概要

Ｂ商店の現在の経営者は，先代が昭和40年代前半に商店街Ｇに青果商として開店し，営業

を続けてきた後を受けて，近年，事業の継承を受けたばかりである。

会社形態は株式会社でも有限会社でもなく「その他」である。従業員は雇用せずに，家族

的な事業経営を意図的に採用している。

新規の「事業者」として出発したばかりであるため，過去の景気動向や経営判断に囚われ

ることなく，新鮮な発想での事業展開を心がけている。

事業継承後の経営状況は，いまだ「横ばい」であり，新しいマネジメントの成果が明瞭に

現れるのは，これからと思われる。

⑵ 事業システム

Ｂ商店の主たる機能も，「販売」である。もっとも，この場合の「販売」には，明確な戦略

的方針が込められている。

すなわち，それは，「百貨店」で扱うような 高級な果物 を街のみなさんに買ってもらえ

る価格で販売することである。

このような高級商品の「低価格販売」を可能にしている仕組みは，第一に，値段の下がっ

た旬な商品を積極的に仕入れるというように，中央市場での商品情報を「仕入」に十二分に

活用することである。このことを可能にしている「事業環境」として， 共同経営者 として

の機能を明確に果たしている「妻」の市場関係者との太い結びつきという「実績」がある。

第二に，この戦略的な販売方針を店頭での接客販売の時に，商品特性の要点である「産地」，

図21 Ａ商店のマネジメント・システム
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「栽培方法」，「収穫状況」，そして，「収穫時期」などの 商品情報 について，しっかりと

伝え，しかも，その商品の味わい方の要点にまで言及するような 情報提供 である。

第三に，早朝に仕入れた商品を当日に売り切ってしまう「商品販売管理」を経営方針とし

て，明確に打ち出していることである。

そして第四に，従業員を採用せずに 家族的経営 を意識的に展開する事業方針に見られ

るような「低価格販売」に向けて，可能なかぎりの方策を採用して，ムダを排除する努力の

傾注に向けた経営方針の存在を指摘できる。

この経営方針は，少なくとも，同じ商店街Ｇの中にスーパーマーケットが存在し，隣接地

区には，さらに大型の小売店が控えているという経営環境への打開策であったことは間違い

ない。

このような「店頭」での顧客重視の営業方針は，「良いものを安く」の評判を呼び，県外の

遠距離の顧客からの 配送注文 に結びついている。「対面販売」の精神は，この遠距離配送

注文のケースにも生かされ，発注主との合意に基づく，「良品」の「適時」な発送になって結

実している。

この域外からの注文を「事業」に載せるために，これまでの「伝票」での注文受付と注文

管理に加え，インターネット上での「出店」に向けて，現在，準備中であり，これによる事

業拡大の可能性が十分に予感できる。

逆に，地区内の顧客からの 個別の配送注文 も，可能なかぎり，業務の空き時間を調整

しながら応じている。

Ｂ商店における，このような特徴的な ビジネスモデル の形成とその把握を踏まえて，

われわれは，図22「Ｂ商店の事業システムとビジネスモデル」に示すような，この場合の「事

業システム」を推定することができる。

図22 Ｂ商店の事業システムとビジネスモデル
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⑶ マネジメント・システム

Ｂ商店の「事業システム」の最大の特徴は，「仕入」に関わる事業者の力能を存分に生かし

切った顧客重視の「販売」にある。

ここでの「仕入（購買）」から「販売」までの横軸の経路をより強固にするために，「研究・

開発」，「マーケティング」，「配送」といった直接的機能に加えて，間接的機能である「労務」

までも機能させた マネジメント・システム が形成されている。（図23「Ｂ商店のマネジメ

ント・システム」参照）。

もっとも，このケースでも，主要な「販売」と「仕入」を含めて，「研究・開発」，「マーケ

ティング」，「配送」，そして「労務」の諸機能が事業主の個体に陰伏的に内在化されていて，

機能自体の発揮を有効化するための「学習」や「支援」の仕組みが整えにくいという課題は，

前のケースと同様に，存在すると指摘しなければならない。

特に，「研究・開発」の機能については，その「ありよう」と事業活動への「関与」の力強

さに課題があるように思われる。

４) マネジメント分析の事例３ 【Ｃ商店】

⑴ 事業概要

生花販売を営む，Ｃ商店は，数年前に現在の事業場所の商店街Ｇに出店したばかりであり，

会社形態は株式会社や有限会社ではなく，その他に属し，資本金はどちらかといえば少額で，

従業員数はパート労働者を含めて数名である。

当地区Ｑに来る前は，札幌都心部で同じ業態の商店の経営をしていたが，自然環境に惹か

れて，事業拠点を移動させた。

ここ数年間の業績は，毎年上昇を遂げている。その意味で，現時点が最高の経営状態にあ

るということになる。

将来は，出身地の道東地区に進出し，彼の地の経済環境の厳しい中でも，しっかりした経

営のできることを示したいという。

図23 Ｂ商店のマネジメント・システム

― ―79

札幌学院商経論集 第22巻第4号（通巻107号)



⑵ 事業システム

Ｃ商店の場合も，もっとも注力する事業行動は，「販売」である。来店客のニーズに合わせ

て，より高価な商品を積極的に取り揃え，販売している。

このような経営方針を採用した契機は，２～３年ほど前に，それまで取引していた大型店

から契約継続の打ち切りを通告され，商業の原点である店舗での販売に回帰せざるを得なく

なり，その過程で，それ自体の重要性に覚醒して，「販売行動」をしっかり見直したことに始

まる。

店頭での顧客の行動をじっくり観察し，どのような商品を求めているのかを推測した上で

接客し，顧客の欲求を叶えるべく，希望する商品が「高級品」であることを察知して，その

取り揃えに傾注した。その経営努力の結果，ここ１～２年に，注文を受けた商品単価は上昇

して，事業成績は確実に上昇している。

この場合，「高級品」といっても，全国で数十本単位しか取り扱われていない「稀少品」を店

頭に相当数取り揃えるという思い切ったやり方で，決して，生半可な事業行動などではない。

当然，顧客への説得力は確実に上昇する。もっとも，当該の商品がどのような価値を持つ

のかについて，顧客に状況に応じて丁寧に説明し，理解をえることが前提になるし，それを

忠実に実行した。

この際の接客方法に関して，その高度な接客法の修得を従業員教育の最重要の課題として

設定し，事業行動の中で「OJT」として取り組み，結果的に，顧客満足の向上に結びつけて

いる。

また，顧客からの「信用」の獲得という点で，札幌店の経営をしていた時期に，祭事用の

商品の「配送」で誤りが生じたが，これを誠実な修復行動で補い，逆に，高い評価を得ると

いう経験に基づいて，現在の店舗でも， 誠実性 を「販売行動」や「配送行動」の絶対的な

基本に据えている。

これらの「販売行動」と「配送行動」を創出するために，取扱い商品に関わるさまざまな

「情報の収集」，そして，他産業での「流行」や「社会的現象」などへの目配りによって，顧

客への対応力を養成し，商品の仕入れに生かしていく。

もちろん，顧客とのさまざまな交流を記録した「顧客カード」を作成し，その結びつきを

怠らないように努めている。

このような店舗での事業行動が顧客の高評価に結びつき，高じて，それが近隣地区に立地

する大型小売店への商品納入へ結実するというように，事業の経営基盤の確立に確実に結び

ついている。

これらの事業行動に対する全体的な状況から，Ｃ商店における「ビジネスモデル」と「事

業システム」が図24「Ｃ商店の事業システムとビジネスモデル」のように定まることになる。
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⑶ マネジメント・システム

このように，Ｃ商店の「事業システム」の重心は，店舗での「販売」と取引事業者向けの

「配送」に置かれている。

また，総合的に判断して，ここでは，これらの２つの機能を活性化する支援的な機能とし

て，「研究・開発」，「マーケティング」，そして，「購買（仕入）」が稼働していると理解でき

る。われわれは，この状況を図25「Ｃ商店のマネジメント・システム」のように表現するこ

とが可能である。

この事例においても，前の２例と同様に，諸機能の事業主における個体的な内在性に根差

す問題点が存在するといえる。

５) マネジメント分析の事例４ 【Ｄ商店】

⑴ 事業概要

Ｄ商店は，昭和60年代のはじめに商店街Ｇに出店した，資本金が数百万円の有限会社で，

従業員は若干名，加工食品の製造と販売をおこなっている。

事業主は，かつての会社勤務をやめて，食品加工の企業に勤めなおし，そこで製品の製造

法を修得し，その後，「暖簾分け」の形態で自立し，現在のＤ商店を開業したという経歴を有

図24 Ｃ商店の事業システムとビジネスモデル

図25 Ｃ商店のマネジメント・システム
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している。

開業当時は，商店街には来客者が多く，当店も繁盛したが，現在は，人通りも少なくなり，

特に日曜日には，それがまばらで，また，近隣にスーパーマーケットが開店していることも

重なって，来店者も少ない状態になっており，休業日を月曜日から日曜日に変更したほどで

ある。

現在の「経営状況」は，全体的に下降傾向にあって，将来の見通しも明るくはない。この

ような状況を反映してか，「事業後継者」は未定の状況にある。

⑵ 事業システム

Ｄ商店の最大の特徴は，店舗に隣接して，食品加工工房が設置されていて，来客者が製品

の製造過程を直接的に目に触れられることにある。

製品の製造は，事業主がもっぱら担っており，店舗での売れ行きに合わせて，製品の種類

と数量を適時に調整している。

本来は，ある特定名称の製品を看板に掲げてきたのであるが，近年は，それに特にこだわ

らずに，固有の製法を用いた製品の製造に力を入れている。

地元産の原料を使用するといった原材料へのこだわりは特になく，「卸」経由での通常の仕

入で，製品の製造に当てている。

製品の加工終了の時刻は毎日一定で，顧客は，それに合わせて来店し，そこで得られる製

品の「香り」と「食感」を楽しんでいる様子はうかがえる。

店舗部門の販売担当者は，このような顧客の購買行動を熟知しており，顧客の製品に対す

る性向までも把握できている。

しかしながら，「製造担当者」と「販売担当者」との連携といった組織形態は見られずに，

製造担当者の強固な「職人的」な非妥協的な業務遂行の傾向が見受けられる。

上述のような，Ｄ商店における製品の「製造」を中心とする「ビジネスモデル」の推定に

基づいて，その「事業システム」を求めると，図26「Ｄ商店の事業システムとビジネスモデ

ル」のように表現できる。

⑶ マネジメント・システム

Ｄ商店は，「製造」を中心にして，「販売」，「マーケティング」，そして「購買（仕入）」か

ら成る「マネジメント・システム」が成立していると考えられる。

これらの４つの直接的な機能の中には，上述のように，相互の 連関性 が成立しておら

ず，「製造」の突出した優位性が目立っている。

この意味で，ここで成立している「マネジメント・システム」は，製造機能中心の「職人
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マネジメント・システム」であると判断される。（図27「Ｄ商店のマネジメント・システム」

参照）。

もちろん，ここでの「職人マネジメント・システム」においても，特に「販売」や「マー

ケティング」の機能と連携し，そこで得られた事業上の諸情報を「製造」と「購買」に反映

させて，顧客ニーズの充足と職人技能の自己実現的な向上をはかることは，当然のことなが

ら可能である。

Ｄ商店の，近年における事業不振の状況は，そうしたマネジメント上の問題点に起因する

と判断される。

．地域企業のマネジメント診断

これまでに，いずれも同じ商店街Ｇに出店する４つの商店について，「事業システム」と「マ

ネジメント・システム」の分析を実施してきた。

この結果を踏まえて，また，事前に作成した事業成果に対する 評価規準 を適用しなが

ら， マネジメント診断 を試みることにしたい。

図26 Ｄ商店の事業システムとビジネスモデル

図27 Ｄ商店のマネジメント・システム
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１．地域企業の経営環境

⑴ 高齢社会の意味

マネジメント分析に向けた調査を進める過程で，印象的な言辞に遭遇した。「この地区にも，

優秀な若者がたくさんいましたが，そのほぼすべてが「都会」へ出て行ってしまったのです。

そして，この地域の活性化が失われていまったのです。」

「優秀な人材」は，企業体でも，地域社会においてでも， 仕組み や 制度 を創出し，

その活力の発展を促し持続させる能力をもっていて，それを発揮する可能性があるという意

味で，それは正しい。

実際，ほとんどすべての「高齢社会」では，「高齢者」が「高齢者」を支えている。この構

図と同様に，ほとんどの地方社会では，「普通の企業」が「普通の地域社会」を支えている。

「普通の地域社会」とは，現実には，実質的に「高齢社会」を意味するから，その 豊かさ

を維持するためには，「普通の企業」の行動では，支えきれない。新たなる「仕組み」や「制

度」の導入を必要とするのである。

これまでの日本社会の集権的構造においては， 地方 の「優秀な人材」を 中央 に吸引

し，国家建設や国家的に必要な企業活動に配分していった。

地方の地域社会の現状は，「高齢社会」という具体的な現実を通して，この集権的構造のあ

りようを深刻に問い返している。

新たなる「仕組み」や「制度」の内容を明確化しなければならない。具体的な現実の中か

ら，それを確定しなければならない。

⑵ 市場特性と地域特性

今回の調査は，広範な「地域社会」のほんの一部分を対象にしたに過ぎない。しかしなが

ら，ここで抜き出した企業体は，恐らく，「普通の地域社会」における「普通の企業」の典型

的な姿ではないだろうか。予見に基づかない「抜き取り調査」に相当する方法と考えられる

が故に，そのようにいえる。

調査対象の地区Ｑも含まれる「現実の地域社会」において，行政主導の「経済ネットワー

ク」が創設され，稼働している。

この「仕組み」が機能する過程で，参加企業は，「地域性」に目覚めたとされる。あるいは，

これは，中央指向に代わる「地域価値」の認識ともいえる。

この限りで，「地域特性」の観点から見ると，かなりの程度に，望ましい社会的かつ経済的

な経営環境が，地区Ｑの「地域社会」においては整備されつつあるといえる。

このような経営環境にあっても，調査した企業体に顕著に見られるように，その企業行動

は，まさしく「市場特性」にもとづくし，「地域特性」と対比させた場合の，その限界性に気
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づいている事業者は，まったくといっていいほど存在しない。

⑶ 地域企業に求められる経営環境

地域社会に固有の経営資源に立脚した企業行動を展開する「地域企業」は，明らかに，当

該の地域社会にとって，その「豊かさ」を創出するための，多様な振る舞いの「主役」にな

るべき存在といわねばならない。

そのような行動を自力で成しえないとすると，地域社会には，この「主役」をして，それ

にふさわしい「振る舞い」に導く，「舞台」の創出と「演出」の提供が求められているのでは

ないか。

しかしながら，現実の「市場特性」の下での共有観念は，それぞれの地域的な事業体が，

みずからの「責任」と「能力」によって，その活動の「舞台」と「演出」を基本的に用意す

べきであるというものであって， 分権社会 を求める今日の要請に沿うものでは，決してな

い。

実際，市場特性のような 社会的認識 が強固に成立していて，かれら経済行動を規定し

ているように思われる。

今日の「高齢社会」の実態は，このような行動様式の限界性を如実に示している。われわ

れは，何をなさねばならないのか。

「地域特性」に基づいた企業体の行動形成の必要性がここにある。これを地域社会全体の共

有観念にまで，結晶させていく必要がある。

２．地域企業のマネジメント診断

１）調査対象企業のマネジメント評価

われわれが調査した４つの事業体に対する マネジメント評価 の結果を一覧表にして示

すと，図28「地域企業のマネジメント評価」のようになる。この結果について，簡単に説明

しておきたい。

⑴ Ａ商店 【評価：ＢR 】

Ａ商店の事業行動には，たとえば，３つの販売部門を設置してきた意図に現れているよう

に，明らかに，「市場特性」に基づく行動形態（Ｂ）が見られる。

その一方で，事業展開の過程で，顧客の社会的ニーズに触れるところまで接近し，事業を

組み立てており，そこには 地域指向性 を十分に看取できるほどの事業内容（ＢR）がうか

がえる。

その事業展開のための「マネジメント・システム」の構築方法，および，その構成要素と
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しての「機能」のありようと専門性に関しては，事業経歴の長さから判断して，不十分さ（ＢR ）

を指摘しなければならない。

⑵ Ｂ商店 【評価：ＢK】

Ｂ商店も，個別的な事業の展開を指向しているという意味で，「市場特性」に基づく行動形

態（Ｂ）と判断できるが，その展開力に質的な課題を残している。

つまり，事業体の直面する経営環境の中で，みずからの職務上の修得力能としての「仕入

機能」を生かした事業展開はうなずけるとしても，その仕方に，マネジメント機能よりも，

「体力」に依拠しようとする性向がみられ，改善の余地を残している。

すなわち，事業継承から間もない現状を起点に，今後，事業の拡大を指向した場合には，

「マネジメント・システム」の点検と活用が避けられないと判断される（ＢK）。

⑶ Ｃ商店 【評価：ＢC】

Ｃ商店の事業のありようも，それの個別的な展開性に力点が置かれていることから，「市場

特性」に基づく行動形態（Ｂ）と判断できる。

このケースでは，事業体の重点的なマネジメント機能である「販売・配送」を，事業主の

個体的な力能から「OJT」により従業員へ，組織的に展開する初期的な構図がみられる。し

たがって，これを基点にして，「市場特性」に基づく事業規模の拡大の可能性は十分にある（ＢC）。

⑷ Ｄ商店 【評価：ＣM 】

Ｄ商店は，明らかに，個体的力能としての「職人マネジメント・システム」に基づいた事

業体（Ｃ）である。

もっとも，事業主の行動様式から判断して，ここでは，この「力能」を個体的に深化させ

ようとするのではなく，個別的な事業として，「市場指向性」を発揮しようとしていたと思わ

れる（ＣM）。

図28 地域企業のマネジメント評価

事業体の名称 マネジメント評価 摘 要

Ａ商店 Ｂ
地域指向性，個別の機能に活性化の必要性，

事業活力にやや欠ける

Ｂ商店 Ｂ
市場指向性，開発機能に活性不足，販売経路

拡大で事業活力向上を見込める

Ｃ商店 Ｂ
市場指向性，販売機能の活力で事業拡大，し

かし，拡大と共に他機能の活性化が必要

Ｄ商店 Ｃ
職人マネジメント機能の独自性強く，全体の

活力低下，事業システムの分権化必要

企業とは何か（下島英忠)れる
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しかしながら，「組織内」のマネジメント機能についての認識に不十分さがあって，必要最

小限の充足要件である「製造機能」と「販売機能」の内部的な連携さえも構築できていない

状況では，事業体としての力量に不十分さがあるように思われる（ＣM ）。

２) マネジメント診断

⑴ Ａ商店

Ａ商店のマネジメントの特性は，「市場特性」に基づきながら，「地域指向性」を備えるに

至っているが，その状態は，事業展開の「仕方」にマネジメント機能上の課題を有している

と診断される。

この場合に，事業者は，みずからの「地域指向性」の生かし方に２通りの方式がありうる

ことを認識すべきである。

その第一は，「地域指向性」を強めながら，「市場特性」をより効果的に発揮する方式であ

る。つまり，経営環境における地域的な特徴としての「高齢社会」への対応力を涵養して，

企業収益の向上に結びつける事業姿勢といい換えることもできる。

そして，第二は，「地域指向性」を敷衍して，「地域特性」の事業体にまで，質的に飛躍さ

せる方式である。

これらの方式のいずれを採用しても，当該の事業体に対して，地域社会は，マネジメント

機能に関する学習上の，また，基盤形成上の支援を実施する必要がある。

⑵ Ｂ商店

Ｂ商店の特性は，「市場特性」に基づいており，その状態は，きわめてタイトな経営環境に

体当たりで挑戦している「姿」であると診断される。

事業者の体力に余裕がある期間は，事業の展開に可能性をもちうるが，その条件に陰りが

でる場合が当然に生じる。したがって，それを想定した，マネジメントを機能的に構築する

必要がある。これことは，「リスク」を織り込んだマネジメントの必要性と指摘することもで

きる。

このような経営革新を事業者自身の「能力」と「責任」に委ねることは，このケースの場

合，実質的に，事業の衰退を想定することと同じであり，当該地区の社会的な経済的な状況

から見ても，このやり方は，妥当ではない。

こうした「市場特性」の事業体といえども，その状況に応じて，「商店街」，「地区」，そし

て，「地域社会」からなる地域的な 重層的な枠組み を構築して，その中で，マネジメント

関連で支援する必要がある。
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⑶ Ｃ商店

Ｃ商店も，同様に「市場特性」を採っていて，その状態は，事業体内部のマネジメントの

「力能」を高め，対外的な「信用」とそれに基づく事業の飛躍の可能性を獲得できている段

階と診断できる。

もちろん，現在の「学習機能」が今後の事業展開のどの発展段階まで有効なのかについて

は，別途の分析と診断を必要とする。

事業体の現状は，そのような発展的な経路の端緒にあるのだが，今後，その継続的な推進

をはかるとすると，マネジメント・システム上の個別の「機能」の充実を心がける必要があ

る。また，現時点のマネジメント・システムでは， 組織上の制約 がいずれ大きくなり，事

業展開を阻害する可能性も大きい。

このようなマネジメント上の諸問題をこれまで通りに，独力で解決できるかどうかの判断

は，この段階では，留保したい。

そのような能力を保有しないことがはっきりした段階で，前述の事例と同様の地域的な支

援の必要性が生じる。

⑷ Ｄ商店

Ｄ商店も，「市場特性」と判断されるが，その根拠は必ずしもはっきりせず，消去法的な，

全体的な状況判断の然らしめるところである。事業の状態は，厳しい経営環境に対して明確

な対応策を打ち出しえない，かなり苦しい段階にあると診断できる。

この事例と同じ「職人マネジメント・システム」をとる事業者の場合，その個人的な判断

が事業継続の最終結果に大きく影響するが，当該の事業が地域的な広がりをどの程度まで持

てるのかにしたがって，その判断の「私的特性」は変化する。

職人的な「力能」の柔軟性や適用領域の広さを考慮した場合，地域社会における，その存

在の重要性はかなり大きい。つまり，「市場特性」に関わる事業判断だけで，その存続を決め

ることには，「危険性」があるということである。

このタイプの事業体をいかに多様に擁しているかが，地域社会の「豊かさ」の一つの指標

でもあるからに他ならない。この観点から，地域的な必要性が高いと思われる事業について

は，積極的に支援を試みるべきである。

この観点から，われわれには，Ｄ商店の事例を地域的に総合的に分析し直す必要性が高い

ように思われる。
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．地域社会に求められる企業とは何か――分析成果のまとめと課題――

⑴ 地域企業のマネジメントの実態

今回の調査対象の企業体は，いずれも商店で，そのうちの１つの企業体の「製造機能」を

除くと，みずかの事業内容に忠実に，いずれも「販売機能」に重点をおいた「マネジメント・

システム」が展開されていた。（図29「調査した地域企業のマネジメント・システム」参照）。

それぞれの事業体では，この主力の「マネジメント機能」を生かすための「マネジメント・

システム」が形成されていたと判断できるが，その実態は，ほぼ「勘と経験」に基づいた非

論理的な力能であった。このマネジメント状態では，事業の展開を現状以上に高度化するこ

とには，相当に無理がある。

もちろん，各々の事業体は，その事業目的を達成するためには，これらの「マネジメント

機能」を効果的に発揮する必要があるし，それによって，事業体自体と地域社会の活性化の

途が拓かれることは確かである。

「マネジメント・システム」は，それ自体，きわめて論理性の高い構成体であることを考慮

すると，これらの地域企業がこの論理的な力能のすべてを十分な水準で所有するという必要

性は間違いなく高いが，その修得は，限りなく困難といわねばならない。個体的な事業者が

そのすべてを単独で満たさねばならないという事業システムの構成上の制約があるからであ

る。

これらのマネジメント機能を組織内分業の構築で充足し，その専門性を高めている「大規

模な商業事業体」のありようと比較すると，その優劣は歴然として明らかである。現実の地

域社会における小規模な事業体の無防備の存在を見るにつれ，このままに放置できない問題

図29 調査した地域企業のマネジメント・システム
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であることは間違いない。たとえていえば，少なくとも，このマネジメント機能に関しては，

「プロ」と「アマ」の競争状況だからである。

ところで，これらの企業体は，いずれも，その「取り引き状況」や「地域指向性」から見

て， 地域企業的 であるといえる。（図30「地域企業の取り引き状況」参照）。

つまり，かれらは「地域企業的」であるが，そのマネジメントの力能に「限界性」がある

ということである。

このような事業体の状況は，その「経済性」，「社会性」，そして「文化性」の向上をはかる

観点から，地域社会にとって，その事業の継続を積極的に促していく必要性の高い存在とい

わねばならない。

事業体存続の必要性が高いが，マネジメントの力能の限界性が，その可能性を阻んでしま

う。このジレンマを地域社会は積極的に解決しなければならない。

⑵ 地域社会の課題

現実の経済社会では，行政の分野における 分権社会 の認識が相応に高じているのと較

べて，事業評価の規準としての 地域特性 への認識は，きわめて低く，実質的には，それ

がないといってもよいほどの低さである。

現実には，「経済ネットワーク」のような地域的な取り組みが実施され始めているとしても，

そこでの行動規準は，間違いなく 市場特性 である。

地域社会がこの規準（つまり「市場特性」）に代わる「新たなる規準」（つまり「地域特性」）

図30 調査した地域企業の取り引き状況

― ―90

地域社会に求められる企業とは何か（下島英忠)



の重要性に覚醒し，普及に乗り出さない限り，企業社会における「行動原則」や「評価規準」

の現状が変わることはないであろう。

すでに述べたように，調査した事業体は，（今回は扱わなかった事例を含めて）すべて「市

場特性」に基づいていた。これは，むしろ，現在の「ビジネス社会」を踏まえれば，当然の

結果ではあるが，問題は，この状況を前提にして，また，さらに進展する「高齢社会」とい

う社会環境の中で，地域社会の「豊かさ」が，事業体を 主役 に据えて実現できるのかど

うかにある。

この問題は，すでに述べたように，現実の経済社会での事業行動の大前提である，事業者

個人や事業体自体のもつ「能力」や「仕組み」の限界を超えたところに，解決の「鍵」が存

在する。

すなわち，とりわけ地域的な事業行動に対して，地域的な 合意 に基づく「目標形成」，

「行動規準」の選択，展開経路の決定，そして，それに向けた地域的な マネジメント機能

支援 の必要性である。

ひるがえって，地域的企業は，地域社会がそうした「企業支援の仕組み」を稼働させた場

合には，「地域指向性」をみずから強め，次第に「地域特性」を発揮する可能性が高いという

ことでもある。現実に「市場特性」を採っているとしても，それ自体は，必ずしも強固な信

念に基づくとはいえないからである。

地域社会による「地域企業支援」の基盤の上で，さまざまに多様な「地域企業」が活発に

振る舞い かつ 踊る ような経済環境の実現こそ，求めるべき地域的豊かさの「姿」と

いわねばならない。（図31「地域社会の『共創共歓』空間」参照）。

今回のマネジメント分析の結果は，この要件に対する地域社会の 現状 と 認識の不在

を鮮明に浮かび上げさせたという意味で，大きな意義があったといえよう。

図31 地域社会の「共創共歓」空間
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⑶ 研究上の課題

本論の目的は，地域社会に求められる企業の 企業像 をはっきりさせることであり，こ

れを明らかにするための「マネジメント分析法」をより具体化することであった。

第一の「目的」については，地域社会に求められる，事業行動の評価規準としての 地域

特性 の記述や分析結果のそれを通じて，達成できた。すなわち，地域企業自体に望ましい

姿を要求することよりも，むしろ地域社会の側に「地域特性」の発揮のための仕組みを具備

する必要があるという点である。

また，第二の「目的」に関しては，さらに多々検討の余地はあるが，少なくとも，この分

析法の「全体像」を，前回の議論よりも，より具体的に示すことができた点で成果があった

といえる。

今後の課題は，現実の事業体に備わる「マネジメント・システム」とその構成要素として

の「マネジメント機能」の両者について，多くの事例分析を通じて，より具体的で正確なデー

タを蓄積することであろう。

この点に関して，この分析法に興味を持たれる研究者のみなさんの本研究への参加と協力

を，ぜひとも，仰ぎたいと思う。

謝 辞

本論のベースになった「マネジメント分析」の調査において，多くの関係者のご協力をい

ただいた。この際の多大なご配慮とご厚情なしには，この議論は，まったく成立することは

なかったはずである。厚く御礼を申し上げたい。

なお，本文中では，調査対象に関して，「場所」や「事業者」の特定がなされないような慎

重な配慮を実施した。しかし，その現実のすべてを曖昧化してしまうことは，議論の性格上

から不可能であった。この点に関して，何らかの問題が生じるとしたら，すべての責任は筆

者に帰することを明らかにしておきたい。

また，学部の学生諸君や大学院生のみなさんにも，本論で用いたさまざまな概念について，

多くの機会で議論に参加いただいた。その際の貴重な「ヒント」や「着想」の結実に関して，

改めて，感謝いたしたい。

注)

１)マネジメント分析論は，もともとは，「マネジメント」のありようと，それを担う「人材養成」が実践の

「場」でなされるのを当然視するような一般的な風潮に対して，異議申し立てをすべきであるという強い問

題意識から，立論されたものである。
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この疑問は，現実に施行されているマネジメントとは，質的に異なったマネジメントが求められたとする

と，果たして，実践家は，それに対処できるであろうかというところから発している。

筆者が「分権マネジメント」についての立論に取り組み，それを完成させた時点からの揺るぎなき疑問と

確信である。

マネジメントは，まぎれもなく，「論理的な世界」で成立するきわめて形式論理的な概念であって，実践

の「場」がOJT を基本とする学習システムからなっているとすると，そこではまったくなじまないか，そ

れが成立したとしても，たかだか「部分修正」程度の類似性に属する「成立」でしかない。

豊かな社会における「マネジメント」は，現行の集権的なそれとは両立しない，それとは異質な 分権マ

ネジメント が求められる。このマネジメントは，現実の組織体におけるそれを部分修正する仕方では，決

して，そのありようを解明することはできない。むしろ，それを質的に超克することで可能になるのである。

マネジメントは，実践の「場」から切り離して，理論の「場」，学術の「場」に，そのありようの「検討」

や「開発・設計」を引き戻すべきであり，したがって，その担い手の人材養成も，同様であって，すでに，

その時は招来しているのである。

マネジメント分析法については，下島英忠「マネジメント分析――マネジメント診断とマネジメント能

力向上のために――」（『札幌学院商経論集』第21巻第２号，2004年12月，83-125ページ）が，本主題に

て発表された最初の論文であると思われる。

また，分権マネジメントについては，下島英忠「分権マネジメント――地域価値向上に向けた新しい多

元的マネジメントを求めて――」（『札幌学院商経論集』第21巻第１号，2004年８月，1-37ページ）を参照

されたい。

２)この事例では，東京の郊外地区に立地する「本社」の経営戦略として，当面，日本国内の「消費市場」に

向けて出店攻勢の形態での事業展開をこころざすであろうが，いずれは，国内市場の規模の壁に到達し，そ

の矛先をアジアへ，また，世界へと向けていくはずである。出店先の事業収益の実現を「評価規準」に設定

してである。まさしく，「市場特性」に立脚する事業体の典型的な行動様式といえよう。

ここでの引用事例については，「生鮮野菜を99円で売る常識破りの商才 九九プラス社長 深堀高巨さん

（49歳）」（『朝日新聞』2005年11月26日）を参照されたい。

３)この事例でのキーワードは，「製品コンペ」の共同開催，「レシピ」の共有，「売り出し」の共催，市内同

業者での「製作」の協働，「製品名称」の共通化，「マーケティング」の共同化，「関連業界」との協力，「業

界マップ」の共同制作などに見られるように， 地域的な共存共栄 であり， 共同と協働 である。

これらの「概念」の採用は，「市場特性」に基づく事業行動には，あったとしても，差別化のための「提

携」という形態であって，限定的である。

他方で，地域領域的な広がりの中で，「同一業界」，「関連業界」，そして，「連接業界」までが一丸となっ

て，共通の「目標」と「達成手段」を採用し，個別の利害を超えて，協働するという「協業関係」は，まさ

しく，「地域特性」に基づく事業行動であるといえるし，これを入口にして，さらなる「地域特性」の追求

と実現の可能性が高まるといわねばならない。

ここで紹介した事例については，「札幌をスイーツ王国に」（『朝日新聞』（札幌地域版）2005年11月29日）

を参照されたい。

４)江別経済ネットワークは，江別市経済部に事務局を置き，市内の農業者－団体職員－企業家－起業家－研

究者－大学教員－公務員－学生・大学院生などの参加によって構成されている。

その目的は，地域資源活用型の事業上のアイデアの発掘とその事業化である。「産・学・官」の関係者の広

範なネットワーク化による地域的事業の推進は，地域社会づくりにとって，大きな意義をもつ。「地域ブラ

ンド商品」の開発と販売のような実績も，すでに，あがってきている。

この取り組みは，確かに意義深いといえるが，これはまだ，地域社会づくりの「入口」である。あえて指

摘すれば，ここに集まっている参加者は，市内の「勝ち組」に属する方といえなくもない。逆に見ると，よ

り「小さな存在」の方達には，気軽に立ち寄り，問題提起しがたい雰囲気がある恐れもある。

この観点から，このネットワークが「市内全域版」であるとすると，より狭い領域の「地区版」を稼働さ

せる必要があるであろう。

― ―93

札幌学院商経論集 第22巻第4号（通巻107号)



江別経済ネットワークおよび「江別小麦麺」については，大川直久「まちのブランドを創る――江別小

麦めんができるまで，江別経済ネットワークの挑戦――」（『ほっかいどう政策研究』，第15号，平成16年

度，38-45ページ），「「江別ブランド」続々，「産・官・学」連携でアイデア，食品から宇宙工学まで」（『朝

日新聞』2005年04月21日），および，「江別小麦めん，農・産・官が連携，抜群のコシ実現」（『朝日新聞』

2004年09月03日）の諸資料を参照されたい。

５)「分権」の概念は，その表現の容易さに較べて，その内実の認識は簡単ではない。たとえば，「対等な関係」

は，確かに「分権」に結びつくが，それを成立させたとしても，それだけでは十分ではない。

「分権」を構成する基本的な「要素」が，いずれも 自立 している必要があるからである。この要件は，

地域社会においては，市民や住民における「生活空間」の自立的な構築によって満たされる。しかも，この

要素自体が厳密な意味で， 多様性 を保証されなければならないのである。

このような社会的要件の中でのマネジメントは，歴史的にも実態的にも成立の実績を持っていない。分権

マネジメントは，文字通り， 学術的アプローチ によってのみ創出可能な概念である。

「分権性」についての詳細な議論については，下島英忠「分権マネジメント」，前掲文献，参照。

６)「コエディケイション性」は，「事業的主体」あるいは「個体的主体」がそれぞれの間で，また，各々の主

体を超えて，相互に学び合う関係性を意味する概念である。

この概念の重要性は，一方の主体の他方に対する「支配性」をほぼ完全に排除できることに求められる。

事業行動の場合は，そこに「力能」あるいは「知」が関わるが故に，この支配性も，その規定性を表面的な

レベルから実質的なレベルへ深化させなければならない。「コエディケイション性」は，この要請に十分に

応えてくれる。

この概念を導き出す過程で，その原形として「ソリューション事業」を用いた。この事業は，明らかに，

これまでの大量生産型の「取り引き」とは異なった関係性から成り立っている。事業者が相手先の立場に立っ

た事業構築を求められる点に関してである。

製品やサービスの販売は，「売り手」のポジションの高さを前提にして，そのマネジメント行動を構築す

るはずである。

この場合でも，「コエディケイション性」は，これを否定して，双方に分権的関係性の構築を求める。

「コエディケイション性」のマネジメントへの適用については，下島英忠「コエデュケーション・マネジ

メントの理論モデル――マネジリアル行動空間概念の論理的展開――」（『オホーツク産業経営論集』第11

巻第２号（通巻14号），2002年６月，１～20ページ）参照。

７)「集権マネジメント・システム」は，「ヒト，モノ，カネ，情報」から成る「経営資源」を「中心部」へ集

中させることによって，経済社会の効率性を大幅に高め，少なくとも，物質的な意味での「豊かな社会」を

創り上げてきた。

しかしながら，現代社会は，まさしく，この種の「豊かさ」に関して，「ヒト，モノ，カネ，情報」の面

で，その限界が露呈してきた。

あらゆる側面で，「分権性」を確立しなければ，「限界」を超えられない。このことに，社会が気づき始め

てきた。これが疑いもなく，現代の社会的－経済的な状況である。

この意味で，「集権マネジメント・システム」は，社会的に過渡的な役割を担うに過ぎず，いずれ崩壊す

る存在と見るべきである。規模の大きな経営実体ほど，この命題が妥当することになる。現実に優勢ないか

なる企業体といえども，その宿命をまぬがれることはできない。

この議論に関して，下島英忠「自動車産業の地域分権化」（『地域分経済システムの設計』オホーツク書房，

2001年，第５章）を参照いただきたい。

８)「一般に，高齢化率が７％を超えた社会を『高齢化社会』，14％を超えた社会を『高齢社会』と呼んでいる。

『高齢化社会』という用語は，1956（昭和31）年の国連の報告書において，当時の欧米先進国の水準を基

にしながら，仮に，７％以上を『高齢化した（aged）』人口と呼んだことに由来するのではないかとされて

いるが，必ずしも定かではない。

また，『高齢社会』については，高齢化率が７％からその２倍の14％に到達するまでの期間（倍化年数）

が，高齢化の進展のスピードを示す指標として国際比較などでよく使われていることから，高齢化率14％を
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一つの基準として，これを超えたものを『高齢社会』と呼んでいるものと考えられる。」『平成15年版，高

齢社会白書』（第１章「高齢化の状況」，コラム１：「高齢社会」「高齢化社会」とは？／「高齢化社会対策」

とは？）より。

なお，引用は，http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2003/zenbun/html/FC000001.htmlからお

こなった。

９)「北海道江別市大麻地区の高齢者世帯の分布状況をみてみると，JR大麻駅から東側では，……，高齢化世

帯40％以上と，総世帯数の半数近くに高齢者が居住している状況となっている。」『北海道型・高齢者が住み

やすいまちづくり構想 江別市（大麻地区）モデル構想』，北海道・江別市，平成2004年３月，11ページよ

り。

（しもじま ひでただ マネジメント論専攻)

（2006年１月16日受理)
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